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令和 3年度 第 1回愛媛地方労働審議会 

 

 

 

○日時 令和３年 11 月２日（火） 10 時 00 分～12時 00 分 

○場所 東京第一ホテル松山 ２階 コスモホール 

○出席者【公益代表委員】 

  小田委員、丹治委員、長尾委員、藤本委員、村田委員 

    【労働者代表委員】 

  井上委員、岡本委員、菊川委員、宮﨑委員、吉岡委員 

 【使用者代表委員】 

  植村委員、本田委員、三原委員、渡邉委員、渡部委員 

 【事務局】 

瀧原労働局長、山﨑総務部長、平井雇用環境・均等室長 

岡本労働基準部長、三原職業安定部長、深山総務課長 

渡部総務企画官、三好労働保険徴収室長、鈴木監督課長 

山内賃金室長、岸田健康安全課長、島田労災補償課長 

梶職業安定課長、矢野需給調整事業室長、西口職業対策課長 

髙田訓練室長、石川雇用環境改善・均等推進監理官 

濵上雇用環境・均等室長補佐、坂本雇用環境・均等室 企画・調整係長 

 

○議 題 

（１）会長選出及び会長代理指名 

（２）愛媛労働局における労働行政の推進状況 

 

◯議 事 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官 

 定刻となりましたので、ただ今から令和３年度第１回愛媛地方労働審議会を開

催いたします。 

 委員の皆様方にはお忙しい中、第 11 期審議会委員をお引き受けいただき、ま

た、本日は審議会にご出席いただき、ありがとうございます。 

 私は事務局の石川と申します。会長が選出されるまでの間、議事の進行を務め

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それではまず初めに、事務局を代表しまして、愛媛労働局長の瀧原からご挨拶

申し上げます。 

●瀧原労働局長 

 おはようございます。愛媛労働局長の瀧原でございます。本日お集りの委員の

皆様方におかれましては、第 11 期の愛媛地方労働審議会の委員にご就任いただ

き、誠にありがとうございます。また、日頃より愛媛労働局の行政運営につきま

して、ひとかたならぬご理解、ご協力を賜り、感謝申し上げますとともに、本日
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は大変お忙しい中、ご出席いただき、重ねて御礼を申し上げます。 

 さて、当審議会は、愛媛労働局が所管いたします業務につきましてご審議をお

願い申し上げているものでございます。本日は第 11 期の最初の審議会でございま

すので、会長の選出等を行うとともに、令和3年度上半期の愛媛労働局の重点施策

の取組状況、そして、今後の下半期に向けた取組につきまして、事務局からご説

明申し上げまして、ご意見をいただければ、と考えております。 

 現在の社会情勢は、ご承知のとおり、新型コロナ感染症がこの2年程猛威を振る

い、第5波を数えるまでに至りました。今は少し小康状態になっており、このまま

収まることを望むところではございますけれども、一方で第6波の懸念もございま

す。そういう中ではございますけれども、今の状況は、少しずつ社会、経済がこ

の状況に適応して、来たるべきアフターコロナに向けて新たな前進を模索してい

る状況かと感じております。 

 最近の県内の経済状況につきましては、愛媛県が公表されております「最近の

県内経済状況」によりますと、9 月時点でございますけれども、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、全体として弱い動きが続いているというものであるとう

かがっております。この状況の中で、自粛なり要請されて、一部緩和されたりし

ながらまた自粛という、そういうことが繰り返される中で、各産業、特にサービ

ス業でありますとか飲食、小売業あたりが非常に深刻な影響を受けている状況と

思っております。 

 当然そのことは雇用面に関してもいろいろな影響が出てきているところでござ

いまして、当労働局で公表しております有効求人倍率、これも 9 月時点で 1.26

倍、1 倍を超えている状況ではありますけれども、最近は 3 か月ほど季節調整値で

連続して低下ということで、なかなか回復までには至っていない、依然厳しい状

況であると認識しております。 

 ただ産業全体を見ますと、求人の動きでありますとか、求職者の動きを見る中

では、緩やかに持ち直しつつあると判断をしているところではございます。 

 このあたり、予断を許さないところでありますが、今後に期待できる状況にな

っていればと思うところでございます。 

 そのような状況の中で、労働局といたしましては、今年度も引き続き、雇用の

維持、継続に対する支援というものに努めてまいりますとともに、今後のウィズ

コロナ時代に対応すべく、また、人材確保対策等もこれから深刻になってくるこ

とも予想されますので、そういうことも念頭に、働き方改革等により一層取り組

んでまいりたいと考えるところでございます。 

 具体的なものとしましては、雇用機会の確保に向けては、雇用維持、継続に向

けた支援、効果的なマッチングの推進、就職氷河期世代の方々や高齢者、障害者

の方々に対する対策、さらには地域の求人、求職者のニーズに即した職業訓練の

展開等の施策を実施してまいりたい、と考えております。 

 また、働き方改革に関しましては、この時代に対応した労働環境の整備に向け

て、柔軟な働き方がしやすい環境整備、安全で健康に働くことができる職場づく

り、公正な待遇の確保などの施策に取り組んでまいりたい、と考えております。 



3 

 また、このコロナ禍で特に非正規労働者の方を中心に、雇用の分断といいます

か、あるいは男女の格差というのが広がったといわれている面もあり、一方でコ

ロナに関わるハラスメントでありますとか、さらにはいじめ、嫌がらせなどの相

談も労働局に対してご相談いただくことが増加しています。 

 また、令和 4年４月 1日から女性活躍推進法の対象拡大、中小企業におけるパワ

ハラ防止措置の義務化も施行されますので、局として計画的な働きかけ、説明会

などの周知のための取組もしっかりやっていきたいと考えております。 

 これらの課題に対する取組の進捗状況につきまして、このあと、各部室長のほ

うから説明させていただきますけれども、引き続き感染防止対策を講じながら、

労働局、労働基準監督署、ハローワークが一体となって取り組んでまいりたいと

考えているところでございます。 

 最後にはなりますが、本日の審議会におきまして、委員の皆様方から忌憚ない

ご意見、ご指摘をいただければと思っております。それをもとに今後の行政運用

に反映させて、よりよい行政というものに邁進してまいりたいと考えております

ので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官 

 続きまして、委員の皆様のご紹介です。資料の中に第 11 期の委員名簿がござい

ます。これをご覧ください。今からこの名簿の順にお名前をお呼びしますので、

恐れ入りますが、その場で一旦ご起立をお願いいたします。 

 それでははじめは、公益代表委員の皆様です。小田委員でございます。 

●小田委員  

小田と申します。よろしくお願いします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官 

 甲斐委員は先ほど連絡があり、急用のため欠席でございます。丹治委員でござ

います。 

●丹治委員 

丹治です。よろしくお願いいたします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官  

長尾委員でございます。 

●長尾委員 

 長尾です。よろしくお願いいたします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官  

藤本委員でございます。 

●藤本委員 

 藤本です。よろしくお願いします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官  

村田委員でございます。 

●村田委員  

村田でございます。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官  
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続きまして、労働者代表委員の皆様です。井上委員でございます。 

●井上委員 

 井上です。よろしくお願いいたします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官  

岡本委員でございます。 

●岡本委員  

 岡本と申します。よろしくお願いいたします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官  

菊川委員でございます。 

●菊川委員 

 菊川です。よろしくお願いいたします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官  

菅委員は欠席でございます。宮﨑委員でございます。 

●宮﨑委員 

 宮﨑です。よろしくお願いします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官  

吉岡委員でございます。 

●吉岡委員 

 吉岡です。よろしくお願いいたします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官  

続きまして、使用者代表委員の皆様です。植村委員でございます。 

●植村委員 

 植村でございます。よろしくお願いいたします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官  

小倉委員は欠席でございます。本田委員でございます。 

●本田委員 

 本田と申します。よろしくお願いします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官  

三原委員でございます。 

●三原委員 

 三原でございます。どうぞよろしくお願いします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官  

渡邉委員でございます。 

●渡邉委員  

 渡邉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官  

渡部委員でございます。 

●渡部委員 

 渡部と申します。よろしくお願いいたします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官  
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以上、出席者 15 名、欠席者 3 名の計 18 名の皆様が第 11 期委員にご就任いただ

いております。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、事務局を紹介いたします。先ほど、労働局長の瀧原はご挨拶申し

上げましたので、そのほかの職員をご紹介させていただきます。総務部長の山﨑

です。雇用環境・均等室長の平井です。労働基準部長の岡本です。職業安定部長

の三原です。 

 続きまして定数報告です。本日の出席委員は 18名中 15名で、各側では公益代表

委員 5名、労働者代表委員 5名、使用者代表委員 5名でございます。以上、本日の

出席者数が地方労働審議会令第 8条第 1項に定める定足数、全数の三分の二以上、

または各側委員の三分の一以上、これを満たしておりますので、本審議会は有効

であることをご報告いたします。 

 なお、審議会は愛媛地方労働審議会運営規定第5条の規定により、原則、公開と

なっております。また、議事録についてもホームページ上で公開することになっ

ておりますので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。 

 次に資料の確認です。全部で 5 点ございます。1 点目は次第です。2 点目は委員

名簿です。3 点目は出席者名簿です。4 点目は配席図です。最後に 5 点目が議事資

料です。議事資料は、資料№１と参考資料№１、２、３の４つございます。 

 それから訂正がひとつございます。資料№１の６ページ、このページに誤りが

ございまして、机上配布しております差し替え用と表示した1枚がありますので、

これに変更をお願いいたします。 

 それから資料の最後になりますが、追加資料3部机上配布しておりますのでご留

意ください。資料は以上です。落丁などございましたら、いつでも結構ですの

で、お知らせください。 

 それでは議事に入ります。1 つ目の議題は会長の選出と会長代理の指名です。ま

ず、会長の選出は地方労働審議会令第 5条第 1項の規定に基づき、公益を代表する

委員の中から選出することになっております。どなたかご推薦いただけますでし

ょうか。 

●菊川委員 

 よろしいですか。前回まで会長代理をされておりました村田委員を推薦したい

と思います。よろしくお願いします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官  

ありがとうございます。ただ今、村田委員ご推薦のご発言がございました。会長

は村田委員にご就任いただくということで、ご異議はございませんでしょうか。 

ありがとうございます。ご異議がないようですので、村田委員に会長にご就任い

ただき、以後の議事進行をお願いしたいと存じます。それでは村田会長、議長席

へお願いいたします。 

●村田会長 

 ただ今会長を仰せつかりました村田でございます。一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 地方労働審議会は、労働局が担うさまざまな重要事項について、労・使・公そ
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れぞれの代表委員によって議論し、労働局に意見を申し上げて労働局に反映して

いただく場でございます。本日は今年度第１回目でございますが、資料にありま

す労働局の行政運営方針では、今年度の重点対策は、ウィズ・ポストコロナ時代

の雇用機会の確保、ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性の向上

の推進の二本柱となっております。 

 このあと、労働局のご担当から、この二本柱についての中間報告がございます

ので、委員の皆様からは自由にご意見をいただければと存じます。円滑な議事の

進行に努めてまいりますので、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは早速でございますが、引き続き議題（１）にございます、会長代理の

指名に入りたいと存じます。会長代理につきましては、地方労働審議会令第5条第

3 項の規定に基づきまして、私が指名することになっておりますが、ぜひとも小田

委員に会長代理をお願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

●小田委員 

 謹んでお受けいたします。 

●村田会長  

ありがとうございます。それでは小田委員から一言お願いしたいと思います。 

●小田委員 

 失礼します。私自身は紛争処理、民事・商事の紛争処理を専門としておりまし

て、労働行政全般あるいは労働経済に通じているわけではありませんけれども、

最低賃金の審議や労働紛争の処理に 20 年くらい携わってまいりましたので、多少

なりともその知見をここで活かすことができればと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

●村田会長  

ありがとうございます。続きまして、2 つ目の議題でございますが、愛媛労働局

における労働行政の推進状況についてでございます。まず事務局から令和3年度労

働行政運営方針に沿って、上半期における重点対策事項にかかる進捗状況と、下

半期の取組方針についてご説明をいただきたいと思います。すべての説明が終わ

りましたら、一括して審議に入りたいと存じます。それでは、着席をしたままで

結構でございますので、順次説明をお願いいたします 

●三原職業安定部長 

 愛媛労働局職業安定部長を拝命しております三原と申します。着席のまま失礼

いたします。審議会委員の皆様方におかれましては、日頃より労働行政の推進に

格別のご理解、ご協力を賜りまして、心より感謝申し上げます。 

 早速ではございますが、令和3年度の業務運営状況につきまして、労働局からご

説明申し上げます。お手元の資料１及び参考資料１をご覧ください。 

 本年 3 月 18 日に開催されました令和 2 年度第 2 回の本審議会でのご審議を経て

作成されました令和3年度労働行政運営方針、縦長の資料参考１でございますが、

こちらの内容に沿って、令和 3 年の年度途中における業務の推進状況につきまし

て、各担当部室から順次ご説明申し上げます。 

 はじめに、労働行政運営方針の目次ですと、第３「ウィズ・ポストコロナ時代
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の雇用機会の確保」に記載されている項目からご説明いたします。なお、横長の

資料１の各項番は縦長の参考資料１の運営方針の項番に対応しておりますので、

適宜ご参照いただければと存じます。 

 それでは説明に移りますが、各項目の説明に入ります前に、コロナ禍における

県下の雇用失業情勢につきまして、概要をご説明したいと思います。 

 横長の資料１の 3ページをご覧ください。愛媛県下の雇用失業情勢は、令和 2年

の年明け以降、現在に至るまで、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け

ながら推移してまいりました。資料左側の折れ線棒グラフをご覧ください。 

 令和 2年 1月以降、感染症の拡大を受けまして、求人が幅広い産業で急激に減少

しました。求人数は6月以降横ばいとなりましたが、求職者数は緊急事態宣言の一

時的な解除後に遅れて増加したため、有効求人倍率は令和 2 年 11 月にかけて１年

近くにわたり連続で低下し、令和元年度の 1.6 倍台から一時、1.16 倍まで下がり

ました。有効求人倍率を年平均値で見ますと、令和元年度の 1.60 倍から令和 2 年

度1.26倍まで、大幅に低下しました。0.34ポイントの低下は、昭和48年の第1次

オイルショック後の落ち込みに次ぐ、史上2番目の記録的な下げ幅となりました。 

 令和 3年度に入ってからは一部求人に持ち直しの動きがみられ、直近では倍率は

1.2 倍ないし 1.3 倍で推移しております。 

 次に、資料右側のグラフですが、令和2年度以降は就職・充足件数ともに減少傾

向が続いております。その主な要因としましては、求人数の大幅な減少により、

再就職先の選択肢が狭まったことや、感染リスク回避のための求職者が就職活動

に慎重になったこと等により、マッチングが難しくなったことが考えられます。 

 続いて、コロナ禍における雇用失業情勢で特徴的と思われる点について、3 点ほ

どご説明します。 

 1 点目は、雇用調整助成金をはじめとする雇用維持策による雇用の下支え効果が

一定程度みられることです。雇調金や休業支援金による雇用維持の支援が、今な

お手厚い支給水準で継続されています。求職者数については、コロナ前と比べ1割

程度上昇したものの、令和3年に入ってからはおおむね横ばいで推移しており、県

内の有効求人倍率は一貫して1倍台を維持しています。また、完全失業率、これは

全国値ですが、一時 3.0％まで上昇しましたが、現在は 2％台後半で推移していま

す。リーマンショック時は有効求人倍率 0.52 倍、完全失業率は 5.5％まで悪化し

たことを考えますと、最悪の状況の一歩手前でなんとか踏みとどまれているとい

う印象があります。 

 厚生労働省は一連の雇用維持策により、完全失業率の上昇が 2.6％程度抑制され

たと試算しておりますが、県内においても一定の雇用の下支え効果が出ていると

考えられ、厳しい状況ながらも、主要指標は乱高下せず、今のところ比較的安定

して推移していると考えられます。 

 ただし、雇用維持策の長期化につれ、一部で雇用調整助成金等への依存度が高

まっている印象があります。雇用保険財源不足の問題も深刻になっており、

先々、支給水準が下げられた場合にはなんらかの影響が出ることが予想されるた

め、先行きについては予断を許さない状況が続いていると考えています。 
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 ２点目は、非正規雇用労働者、とりわけ女性の雇用に深刻な影響が出ているこ

とです。今回は飲食店に代表されるように、業務上、人との接触を伴う産業で大

きな打撃を受けた結果、そうした産業に従事する非正規雇用労働者、中でも女性

の雇用に深刻な影響が出ているとの指摘がありますが、管内においても少なから

ずそうした傾向がみられるところです。 

 今年度に入ってからは特にパート求職者が増加傾向となっておりますが、再就

職活動にあたっては、条件面で折り合いがつかないなど、ミスマッチが強まる傾

向があり、求職活動が長期化するケースも目立っています。 

 ３点目は、これほど大規模な景気の悪化にもかかわらず、企業においては人手

不足基調が大変根強いことです。コロナ前の労働市場における最優先課題は人材

確保でしたが、特に中小企業の中には、長年にわたり従業員、特に若手従業員を

採用できていない企業も多く、コロナ禍で目の前の経営状況は厳しいものの、

先々のことを考えると担い手の確保が急務となっているといった企業も少なくな

いものとみられます。 

 今年度に入ってからは、一部産業の求人で事業の再開に向けた持ち直しの動き

が出始めています。最近は、コロナ禍の中で企業業績が二極化しているといわれ

るように、産業や企業規模により回復の度合いにばらつきがあることは否めませ

んが、今後、アフターコロナに向け、企業の経済活動が全体的に活発化した場

合、一時的になりを潜めていた人手不足の問題が一気に噴出する懸念もありま

す。労働行政としては、特に来年度ですが、労働市場の動向に、より一層機敏に

対応していく必要があると考えております。 

 資料に戻っていただきまして、1 ページ目をご覧ください。1 番の「雇用の維

持・継続に向けた支援」です。 

 雇用調整助成金については、感染症の拡大直後から支給水準を大幅に引き上げ

るとともに、申請手続きを簡略化した結果、県内でも多くの企業に活用されてい

ます。また、昨年 7 月に労働者が直接申請することができる休業支援金が創設さ

れ、申請件数は増加傾向にあります。補助金、支援金ともに申請件数は高止まり

の状況が今なお続いています。 

 先ほど申し上げましたとおり、雇調金等の雇用施策による下支え効果は高く、

雇用失業情勢に相当の影響力をもっていると考えられますが、支給が遅れれば政

策効果が下がってしまうため、下半期の取組としては、引き続き迅速な支給に努

めてまいりたいと思っております。 

 続きまして、2 ページ目をご覧ください。「在籍型出向の活用による雇用維持へ

の支援」です。雇調金等の雇用施策により休業状態が長引くことで、労働者のモ

チベーションや技能が低下するという弊害が生じていること、一方で、一部では

人材不足が深刻化している産業もあること等の状況を踏まえ、令和3年１月の補正

予算により、在籍型出向、産業雇用安定助成金の活用による支援を開始いたしま

した。 

 当県では本年6月、産業雇用安定センターの愛媛事務所のほか、労使団体、金融

機関、各行政機関をメンバーとする愛媛県在籍型出向等支援協議会を結成し、在
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籍型出向を活用した雇用維持の支援に取り組んでおります。 

 県内では資料中ほどの記載のような事例がすでに複数展開されており、右上の

囲みの記載のとおり、9 月末現在で出向労働者 60 人、出向元企業数 9 社、出向先

企業数７社に活用されています。 

下半期の取組といたしましては、引き続き協議会の構成員との連携を強め、出向

元、出向先の開拓に努めてまいります。 

続きまして、資料３ページでございます。「業種・地域・職種を越えた再就職等

の促進」です。コロナ禍における雇用失業情勢につきましては、先ほどご説明申

したとおりですので、割愛させていただきます。 

 続いて、資料 4 ページ、「ハローワークのマッチング機能に関する業務の評価・

改善の取組」です。ハローワークにおいては従前よりＰＤＣＡサイクルによる目

標管理、業務改善に取り組んでおります。5 ページには、本年 8 月末時点のハロー

ワークごとのマッチングに関する主要指標、就職件数、求人充足件数、雇用保険

受給者の早期再就職件数の業務実績を掲載しておりますので、ご参照いただけれ

ばと存じます。 

 続きまして、資料 6 ページ、「地域のニーズに即した職業訓練の展開」ですが、

このページの記載に誤りがありましたため、お詫びのうえ、訂正させていただき

ます。数値に誤りがあったところですが、修正箇所が多数にのぼるため、資料6ペ

ージについては机上に差し替えの資料を配付させていただいております。大変恐

縮ですが、そちらをご覧いただけますでしょうか。 

 厚生労働省では、本年 2 月、「新たな雇用・訓練パッケージ」を策定し、雇用維

持策による雇用の下支え・創出に加え、仕事と訓練受講の両立に取り組むことと

なりました。厚生労働省及び高齢・障害・求職者雇用支援機構愛媛支部では、本

年 4 月から、「あなたをパワーアップ大作戦！」と題し、共同で職業訓練の周知・

広報、受講率の向上に努めているところです。 

 資料中ほどの求職者支援訓練、これは雇用保険を受給できない求職者向けの訓

練ですが、入校率は基礎コース、実践コース合わせて 54.7％となっており、昨年

度同期と比べて 0.5％上昇しています。 

 2 つ目の「公共職業訓練（離職者訓練）」、これは県及び高齢・障害・求職者雇用

支援機構愛媛支部が実施する訓練ですが、入校率は県の産業技術専門校 82.2％、

委託訓練 79.9％、ポリテクセンター80.7％となっており、昨年度の同期比でそれ

ぞれ 2.8％のプラス、3.9％のプラス、5.4％のマイナスとなっています。 

 それから資料下段の訓練修了者の就職状況ですが、本年9月末時点の就職件数は

706 件で、対前年同月比 173 件、進捗率 89.9％で、対前年同月比で 19.3 ポイント

と、大幅に上昇しております。補正予算により、訓練枠・コースの拡充や受講要

件緩和等の見直しが行なわれたことに加え、求職者への受講勧奨を積極的に行っ

た結果、受講者数が3割近く増加したことも手伝いまして、就職件数も大幅に伸び

た形となりました。 

 下半期の取組としては、引き続きハローワークにおける受講勧奨を徹底し、訓

練の存在を知らないまま受講に至らない求職者を生まないように、訓練のメリッ
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トや訓練受講給付金等のサポートについての周知に取り組んでまいります。 

 次に、資料 7 ページ、「地方自治体と一体となった雇用対策の推進」です。一体

的実施事業は地域の実情に応じた効果的な雇用対策を行うため、労働施策総合推

進法において国と地方自治体との連携策の一つとして策定されたもので、具体的

には国のハローワークの職業紹介事業と各地方自治体の各種施策と組み合わせ、

同じ庁舎内においてワンストップで行政サービスを提供するものです。 

 県内においては、ハローワークプラザ松山及び愛媛県のジョブカフェ愛ｗｏｒ

ｋが連携した「ハローワーク・ジョブカフェ相談コーナー」、一般型と、ハローワ

ーク松山及び松山市が連携した「松山市福祉・就労支援室」、これは生活保護受給

者向けのサービスで、いわゆる生保型と呼ばれますが、この２つがあります。 

 表の記載のとおり、事業実績は両施設ともに本年8月末時点で、いずれの項目も

目標値または目標の進捗率を上回っておりまして、おおむね順調に進捗しており

ます。 

 下半期の取組といたしましては、一般型、生保型ともに県・松山市との連携を

一層強化し、令和４年度に向けては、各運営計画を策定のうえ、引き続き効果的

な業務運営を行ってまいります。 

 続きまして、資料 8 ページ、「ハローワークシステム刷新を踏まえた職業紹介業

務の充実・強化について」です。コロナ禍をきっかけに、社会生活のオンライン

化・リモート化が加速しているところですが、ハローワークのサービスについて

も、本年 9月から一部オンライン化による機能強化が図られています。 

 具体的には、求職者がオンライン上でハローワークからの職業紹介を受けるこ

とができたり、それからオンライン上で求人に直接応募できるようになり、求人

者側はそれらの応募をオンライン上で受けることができるようになる、そういっ

たサービスが展開されています。 

 このサービスを利用するためには、オンライン上で「求職者マイページ」及び

「求人者マイページ」の開設が必要となります。各ハローワークのマイページの

開設率は表のとおりですが、普及率はまだまだ低い水準にとどまっていることか

ら、下半期の取組としては、マイページの開設促進を強力に推し進めてまいりま

す。また、ハローワークの各専門窓口における対面支援についても併せてＰＲを

行うとともに、真に支援が必要な求職者については、対面での就職支援に積極的

に誘導し、懇切丁寧な支援にこれまで以上に力を入れて取り組んでまいります。 

 続きまして、資料９ページ、「非正規雇用労働者の再就職支援、新規学卒者への

就職支援」です。ハローワークでは若年者の雇用対策として、新規学卒者等のほ

か、フリーターへのきめ細かな就職支援、職場定着支援を行っております。ま

た、学卒者以外への取組といたしましては、若者ハローワーク等中心にジョブカ

フェ愛ｗｏｒｋや愛媛若者サポートステーションと連携いたしまして、就職支

援、定着支援を行っております 

 今回の感染症の拡大は新卒者等の雇用にも影響を与えており、資料中ほどの

「高校生の就職先決定状況」をみますと、求人数は２割前後減少するなど、一部

で厳しい状況となりました。 
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 一方で就職決定率は 99.0％と、前年よりわずかに下降したものの、おおむね例

年に近い水準を維持しております。 

 なお高校生は就職希望者数が年々減少しており、特に昨年度は卒業予定者数の

減少に加え、進学希望者数の増加により、就職希望者数が 13.6％も減少していま

す。この傾向は今年度も続いており、この点には留意が必要と考えています。 

 続きまして、資料左下のフリーター支援事業の状況です。令和2年度の実績値は

1,088 人と、感染症拡大の影響を受け、令和元年度と比べて大幅に低下しておりま

す。 

 なお、資料に再び誤りがあります。令和 2 年度の前年同月比がマイナス 30.1％

と記載されておりますが、正しくはマイナス 52.4％です。こちらもお詫びして訂

正させていただきます。申し訳ございません。 

 令和 2年度は求人数が減少したことに加え、対面での就職支援が大きく制約を受

けたことで、実績の大幅な低下につながりました。 

 下半期の取組といたしましては、教育機関をはじめとする関係機関とより緊密

に連携するとともに、中小企業を中心とした求人者の人材確保支援に取り組むほ

か、若年者にとって働きやすい職場環境を整えるユースエール認定企業を増やす

等、取組を進めてまいります。 

 続きまして、資料10ページ、「医療、介護、福祉、保育等分野への就職支援」で

す。近年、医療、介護、福祉、保育等での分野での人材不足の問題は大変深刻と

なっており、雇用と福祉が連携したうえで、離職者に対し介護分野等への就職支

援を行うことがより重要となっています。特に、いわゆるコロナ離職者の再就職

支援を通じて、介護分野等における人材確保支援に力を入れています。また、こ

れらの雇用吸収力の高い人材不足分野のマッチングの向上を図るため、ハローワ

ーク松山の人材確保対策コーナーを中心に、県社会福祉協議会、ナースセンタ

ー、福祉人材センターをはじめとする、関係機関と連携した人材確保支援を実施

しています。 

 下半期の取組としては、アフターコロナにおける深刻な人材不足を見据え、引

き続き関係機関と連携して対応してまいります。 

 続きまして、資料11ページ、「就職氷河期世代活躍支援プランの実施」です。い

わゆる就職氷河期世代への支援については、コロナ禍にあっても国の最優先課題

のひとつとされています。愛媛県においても昨年6月、関係機関と共に「えひめ就

職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」を立ち上げるとともに、事業実施計画

が策定されました。計画では、3 年間で 2,700 人の正規雇用者の増を目指してお

り、国としてはハローワークの紹介による正社員就職件数を目標の指標としてい

ます。 

 令和 3 年度の進捗状況については、目標値 919 件に対し、7 月末の実績は 353

件、進捗率 38.4％と、目安値の 33.3％を上回っており、おおむね順調に推移進捗

しています。 

 就職氷河期世代サポートコーナーをはじめとするハローワーク専門窓口での個

別支援のほか、職業訓練等の職業能力開発機会の提供、職場実習・体験の実施、
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各種助成金の活用による就職支援等に取り組んでいます。 

 下半期の取組としては、これら各種取組のほか、資料右下にあります「愛媛就

職氷河期世代応援サイト」等を通じての各行政機関での支援策の横断的な広報、

就職氷河期世代対象のセミナー、合同就職説明会の実施等に取り組んでまいりま

す。 

 続きまして 12ページ、「高齢者の就労・社会参加の促進」です。昨年 6月 1日時

点の県内の状況をみますと、65 歳までの雇用確保措置を実施済みの企業は 99.7％

となっています。また、66 歳以上が働ける制度が整備されている企業は 36.2％、

70 歳以上については 34.8％、定年廃止および 66 歳以上定年企業は 6.2％と、いず

れも全国平均値を上回っており、高齢化率の高さを背景に、高齢者雇用が一定程

度進展しているわが県の現状を反映しているものと思われます。 

 こうした中、改正高年齢者雇用安定法が本年 4 月に施行され、70 歳までの就業

機会確保措置が努力義務化されるという大きな制度改正がありました。 

 下半期の取組としては、65 歳までの雇用確保措置の徹底と併せ、70 歳までの就

業機会確保措置についても周知徹底をしてまいります。また、ハローワークにお

ける生涯現役支援窓口を中心とした再就職支援、求人開拓等に引き続き取り組ん

でまいります。 

 続きまして13ページ、「障害者の就労促進」です。管内のハローワークにおける

障害者の求職申込件数及び就職件数については、共に右肩上がりで推移してきま

した。 

 また、県内の実雇用率については 2.29％と法定雇用率を上回り、過去最高とな

っています。しかしながら、本年 3 月 1 日から法定雇用率が 0.1％引き上げられた

ことにより、新たに雇用義務の対象となる企業や雇用不足数が増加する企業が生

じていることや、感染症の影響で障害者が比較的就労しやすい求人が減少したこ

とにより、雇用情勢については、今後、就職件数が伸び悩むことが懸念されてい

ます。 

 下半期の取組としては、法定雇用率の押し上げ等のさらなる周知に取り組んで

まいりますとともに、雇用率達成指導、それからチーム支援による職業紹介、定

着支援を丁寧に実施してまいります。 

 続きまして、資料14ページ、「外国人に対する支援」です。右下のグラフのとお

り、県内の外国人労働者数は増加傾向にあり、感染症の影響により増加幅は縮小

したものの、令和2年度も過去最高を更新しました。県内の外国人雇用状況は、技

能実習が全体の 67.7％と全国 2 位、産業別では製造業の割合が 63.4％と、全国 1

位となっています。製造業に従事する技能実習生の割合が非常に高いことが、当

県の大きな特徴となっています。 

 そうした中で現在、海外からの入国が制限されていることで、技能実習生は減

少しているものとみられます。技能実習生への依存度が高い企業では生産力が減

少している可能性があり、今後、経済活動の本格的な再開に向け、技能実習生の

減少による労働力不足が足かせとなることも懸念されます。 

 一方で外国人労働者の適正な雇用管理も課題となっており、下半期の取組とし
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ては、外国人雇用管理指針・外国人雇用状況届出制度の周知や、外国人雇用管理

アドバイザーによる支援・指導・援助に引き続き取り組んでまいります。 

 資料 15ページ、「派遣労働者の雇用の安定等」です。今年度、感染症の第４波、

第５波が到来する中にあっても、労働者派遣事業、それから職業紹介事業につい

ては訪問指導を積極的に展開しています。本年9月末現在で、労働者派遣事業につ

いては 185 件、進捗率 50.8％、職業紹介事業については 28件、進捗率 62.2％の指

導監督を実施しており、順調に進捗しております。 

 コロナ禍における派遣労働者の雇用の安定を図ることが引き続き喫緊の課題と

なっており、指導監督に当たっては派遣契約の中途解除や不更新が発生しないか

確認するとともに、安易な契約解除等が行なわれることのないよう、周知、啓発

に努めてまいりました。これまでのところ、減産等を理由とする派遣契約の不更

新の発生を数件確認しております。 

 下半期の取組としては、引き続き感染症が労働者派遣に及ぼす影響を注視しつ

つ、派遣労働者の雇用安定措置の履行確保に向け、適切な指導監督を実施してま

いります。職業安定部からは以上です。 

●岡本労働基準部長 

 労働基準部長の岡本です。本年4月から着任をしております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 私の方からは、資料でいいますと 16ページから 22ページ、そして参考資料「行

政運営方針」本文でいいますと、13 ページから 19 ページにつきましてご説明させ

ていただきます。こちらにつきましては、私ども労働基準部と雇用環境・均等室

が担当している施策というところでございます。今回、初めて委員に就かれた方

もおられるかもしれませんので、簡単にご説明しますと、労働基準部というの

は、基本的に罰則とか強行的な法規、労働基準法とか安全衛生法などの罰則が設

けられている、そうした法律をもとに最低の労働基準、最低の安全基準を確保す

るというような取組をしています。 

 雇用環境均等室につきましては、働きやすい職場づくりに向けて、法律を上回

る部分について事業場の皆様方に周知啓発をして、自主的にさらに良い労働環境

を作るための取組をしているというのが雇用環境・均等室、というイメージでご

理解いただければいいのかなと思っております。 

 私の説明時間は 15 分ほどでございますので、この資料自体、重点を絞って作っ

たのですが、すべてを説明しきれませんので、要点を絞ってご説明させていただ

きます。また、割愛した部分につきましては、のちほどの意見交換の場で、ご遠

慮なくご質問等いただければと思っております。 

 それでは、資料 16 ページ 2 番の「ウィズコロナ時代に安全で健康に働くことが

できる職場づくり」というところでございます。これはまさに雇用環境、また、

われわれ労働基準部において安全で健康に働ける職場づくりというのは、コロナ

があろうがなかろうが、一番の政策課題として、重点的に取り組んでいるところ

でございます。 

 その中で、職場における感染症対策というところで、このあとご説明しますけ
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れども、仕事中の安全、また健康を確保するということで、感染症が非常に拡大

してましたけれども、労働行政におきましても、事業場への訪問時ですとかたく

さんの方が来庁されますので、そうした機会を通じて、職場でのコロナ感染防止

につきましてリーフレット等で周知を行ってきたところでございます。 

 続きまして、「長時間労働の是正」でございます。ここが働き方改革の中でも一

丁目一番地といいますか、非常に鍵となる部分でございますし、私ども労働基準

行政におきましても、さまざまな労働条件、最低基準を確保するというところが

あるんですけれども、ここ十年来、最重点にこの長時間労働の是正に取り組んで

きたところでございます。 

 最初の◯のところですけれども、こちらにつきましては雇用環境・均等室が担

当している施策でございまして、自主的に労働時間を削減、短縮していただくた

めに、雇用環境・均等室の方では働き方コンサルタント、また、委託事業ではあ

りますが、働き方改革推進支援センターというところに専門家を配置しておりま

して、そこで個別訪問でありますとか集団的なセミナーを開催して、労働時間短

縮を呼び掛けているというところでございます。 

 また、併せて、生産性を上げながら積極的に労働時間短縮に取り組む事業場に

対して、さまざまな助成金制度を用意しておりますので、これらの活用を促して

いるというところでございます。実績等につきましては、資料をご確認いただけ

ればと思います。 

 17 ページのところの「長時間労働の是正」というのが労働基準行政で取り組ん

でいるところでございます。先ほど、10 年来取り組んでいるというふうに申し上

げましたけれども、今般、時間外労働の上限規制というのが令和元年から適用さ

れまして、令和 2年 4月、昨年からは中小企業にも適用されたというところでござ

います。そこでこうした労働基準法改正に伴う上限規制がきちんと運用されます

よう、監督指導を行っているというような状況です。 

 こちらの資料には令和2年の実績が書いておりまして、長時間労働の是正を重点

とした監督指導については、280件実施して違反率86.8％と書いておりますけれど

も、こちらにつきましては、訪問した際のいろいろな違反を含めて 86.8％という

ことで、実際の労働時間関係の違反につきましては、98 件、約 35％の違反を確認

して、是正指導を行ったというところでございます。これにつきましては、今年

度も引き続き最重点として、長時間労働の是正に向けた指導、また、改正された

上限規制の適用について、中小事業場の皆様に懇切丁寧に指導を行っているとい

うところでございます。 

 続きまして、「労働条件の確保・改善対策」というところでございます。こちら

は、労働基準監督の所管するところでございまして、これは労働基準法制定以

来、70 年にわたって最低労働条件の確保ということで取り組んでいるところでご

ざいます。 

 机上配布の資料に、「コロナ禍における労働基準監督署のご理解・ご協力」とい

うリーフレットを付けさせていただいております。実際、監督というのは企業の

方に訪問させていただいて、さまざまな調査をさせていただいて、もし問題点が
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あれば改善いただくといったような取組をしているのですが、基本的には、監督

署から企業を訪問した際に歓迎されないのでございますけれども、特にコロナ禍

においては非常に敬遠されるというような状況がございました。第一線の監督官

は非常に苦労して事業場に訪問して、安全基準であるとか労務管理であるとかと

いうのを指導しているところでございまして、これは労働者のためであるのはも

ちろん、企業さんのためにもなるというところで、こういったパンフレットを活

用して、ご理解いただきながら、この表にあるような定期監督を実施してきたと

ころでございます。 

 下半期の取組のところでございます。労働基準行政、雇用環境・均等行政につ

きましては、それほど時期的な要因はなく、上半期、下半期かかわらず重点項目

を実施していくというところですが、ただ、11 月につきましては過労死等防止啓

発月間がございまして、ここで、先ほどの長時間労働の是正というところも含

め、過重労働解消キャンペーンを実施しておりまして、こちらに記載しているよ

うな取組を、まさに今 11 月実施しているというところでございます。 

 続いて、18 ページをおめくりいただきたいと思います。こちらにつきまして

は、安全、安心して働ける、つまり、仕事中のけがや仕事で病気等にかかること

のないように、というような取組、労働災害防止の取組状況でございます。労働

災害防止につきましては、5 カ年計画というのを作って、その計画に基づいて実施

しているところでございまして、現在は 13 次計画中で、5 年間のうちの 4 年目を

迎えているところです。 

 労働災害の状況につきましては、グラフを見ていただければいいのですが、40

年、50 年という長期のスパンでみますと確実に減ってきているんですけれども、

ここ 10年間につきましては増減を繰り返していますし、特にここ 2、3年でみます

と、逆に増加傾向にあるというところでございます。 

 その要因としては、労働力不足ということもありまして、定年が延長されてき

ています。現在は 65 歳定年ですし、70 歳定年が努力義務化されておりまして、高

齢労働者の方が増加しているということですとか、そして、ここに書いているん

ですけれども、第三次産業において非常に労働災害が増えているというところで

ございます。第三次産業では、パートの方が多いということで、労働災害防止に

関するノウハウが不足しているところがあります。事故の内容では転倒災害が増

えていると。第三次産業の中でも、飲食業であるとか社会福祉施設での転倒災害

が急増していて、非常に忙しくて人がいないといったような労働環境にございま

す。そういったところで、ここの第三次産業の転倒災害をいかに防ぐか。これは

愛媛労働局だけではなくて、全国的な課題になっておりまして、この転倒災害、

第三次産業に対する労働災害、転倒災害防止に最大限の力を入れて、今取り組ん

でいるところでございます。 

 今年度でいいますと、社会福祉施設さん、10 人以上の社会福祉施設さんに対し

ては文書要請をできるだけ分かりやすいパンフレットを愛媛労働局独自に作っ

て、文書要請を行ったというところでございます。本来であれば、施設にうかが

って指導を行いたいのですが、特に今、コロナ禍の中で感染が懸念されると。入
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所者の家族の方もお会いできないというような状況の中で文書要請が精一杯かな

というところで、1,106 の事業場に対して文書を送らせていただいたというところ

でございます。 

 次の「エイジフレンドリーガイドライン」というのは高齢者対策でございまし

て、これも全国的に取り組んでいるんですけれども、高齢者の労働災害防止のた

めのガイドラインというのを厚生労働省では作成しておりまして、できるだけ高

齢者の方にも優しい職場環境を作っていきましょうといったような取組で、この

ガイドラインの周知を図っているところでございます。 

 続いて、19 ページは、職場の健康確保という取組でございます。このあとご説

明しますけれども、労災関係でもやはりメンタル、仕事中、仕事が原因だけでは

ないかもしれませんが、メンタルヘルスの問題であるとか、また、19 ページ中段

に書いてありますように、化学物質とか石綿ばく露対策ということで、規則改正

がされております。特定化学物質障害予防規則の改正であるとか、いくつかの規

則が改正されておりますので、こういった周知に取り組んでいるというところで

ございます。 

 下半期に向けましても、これも引き続き上半期から継続するというところでは

ありますけれども、特に下半期では年末、また年度末を迎えますと、例年、非常

に災害が増えてくるというようなところでございますので、特に年末を中心に労

働災害防止をさらに強く呼び掛けていくといったようなことに取り組んでまいり

たいと考えております。 

 おめくりいただきまして、20 ページでございます。「迅速かつ公正な労災保険の

給付」というところで、労働災害の取組を強化しているのですが、不幸にして事

故に遭われた場合の補償を行うというものです。 

 先ほど申し上げましたように、最近でいいますと、長時間労働を原因とした心

臓疾患、また、精神的障害による労災申請というのが増えてきております。愛媛

県の規模で見ますと、増減を繰り返しているのですが、全国的にみますと毎年増

えていっているという状況がございますので、そういった労災請求に対して迅速

公正な給付を今後も行っていくということでございます。 

 21 ページでございます。こちらは、労災給付や失業給付等に対し、その財源と

なります保険料をしっかりといただかないといけないということで、労働者をお

雇いの事業場さんに対しては、しっかりと労働保険に加入していただくと。加入

していただいたあとには、確実に労働保険料を払っていただくというような形で

取組を行っているというような現状が、こちらに示してあります。 

 こちらにつきましても、下半期、まだ手続きが終わられていない事業場、ま

た、保険料が納付されていない事業場につきましては、訪問等通じまして督促と

いうような取組を行っていくという状況でございます。 

 おめくりいただきまして、最後 22 ページでございます。最低賃金の引上げに関

する生産性の向上の推進というところでございます。最初の「最低賃金・賃金引

き上げに向けた生産性向上等に取り組む企業への支援」というところでございま

す。 
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 最低賃金につきましても、最低賃金法というもので、罰則付きできちんと守っ

ていただく必要がありますけれども、これにつきましてもできるだけ円滑に、最

低賃金を適切に、生産性を上げながら確保できるというように、雇用環境・均等

室のほうではさまざまな支援を行っておりまして、特に業務改善助成金という助

成金を取り扱っておりまして、この周知に取り組んでいるというところでござい

ます。 

 今年度につきましては、コロナの影響もありまして、オンラインで説明会を開

催しておりまして、この模様がＮＨＫさんのほうにも取材いただいて、夕方のニ

ュースに流れたということもありまして、昨年から 3 倍以上の申請がございまし

た。これは周知もそうですが、今回、最低賃金が前年 793 円から今回 28 円の 821

円になったというようなこともございまして、ちょうど800円という大きな節目を

越えたということもありまして、非常に事業場の皆さんにも大きな影響が出ると

いうことが非常に懸念されておりまして、われわれもしっかりと、例年に増して

周知を行ってきたというような結果で、たくさんの方がご活用いただいた、と考

えております。 

 続きまして、「最低賃金制度の適切な運営」ということで、先ほど申し上げまし

た、例年、最低賃金というのは 10 月くらいに改定されて運用されるということで

ございまして、今年も 28円引き上げて 10月 1日から時間額 821 円となっておりま

すので、自治体や労使関係の皆様のご協力をいただきながら、引き続き周知を図

っていきたいというふうに考えております。 

 下半期につきましても引き続き、地域別最賃の周知、併せて 12月 25 日からは産

業別、特定最賃が改定になりますので、こちらにつきましても、周知をしっかり

と行ってまいりたい、と考えております。以上でございます。 

●平井雇用機会・均等室長 

 雇用環境・均等室の平井でございます。委員の皆様には日頃から当室の業務の

推進につきまして、大変ご理解、ご協力を賜り、心からお礼申し上げます。 

 本年度の行政運営方針の当室担当分野につきまして、上半期の業務進捗状況と

下半期の業務運営方針について説明申し上げます。 

 資料 22 ページの右側のほうをご覧いただきたいと思います。まず 1 点目「雇用

形態にかかわらない公正な待遇の確保」に関する施策でございます。 

 昨年 4月にパートタイム・有期雇用労働法が施行されましたが、本年 4月から中

小企業も適用対象となっておりまして、当室では正規雇用労働者と非正規雇用労

働者の不合理な待遇格差の解消を図るため、法の着実な履行確保に取り組んでき

たところでございます。 

 本年度上期につきましては、昨年度に引き続きまして、パートタイム労働者、

アルバイト等、非正規雇用労働者を多く雇用する企業を選定いたしまして、報告

徴収を行いまして、雇用管理上必要な措置の実施状況を確認し、その必要な措置

が実施されていない場合は行政指導を行ってまいりました。 

 年間 140 件の実施を計画しておりまして、上期は 63 件、進捗率は 45.0％の結果

でございます。これはコロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、蔓延防止重点
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措置の対象となった期間がございましたが、この期間、庁外活動を自粛したこと

が影響しておりまして、計画どおりの実行となりませんでしたが、下半期につき

ましては、集団的な報告徴収の実施に変更して、計画件数の全数実施を図りたい

と考えております。主な助言事項につきましては、表で示しているとおりでござ

います。 

 今後の取組といたしましては、下の枠のところに書いてございますが、パー

ト・有期雇用労働法の着実な履行確保を図るとともに、非正規雇用労働者の雇用

管理改善に向けた事業主の取組を促進するため、働き方改革推進支援センターと

連携しまして、きめ細やかな支援を実施していきたいと考えております。 

 次の 23ページをご覧いただきたいと思います。「女性活躍・男性の育児休業取得

の推進」についてでございます。昨年、第4次少子化社会対策大綱が閣議決定され

まして、少子化対策が強化されたことに伴いまして、不妊治療に対する助成も拡

大されることとなりました。当室におきましても、不妊治療と仕事の両立に関す

る周知啓発を行いまして、不妊治療を受けやすい職場環境の整備を推進しており

ます。上半期におきましては、県内の医療関係団体、地方自治体、産婦人科等に

協力を依頼しまして、不妊に悩む労働者とか事業主に向けた各種情報提供を図っ

ております。 

 下の欄でございますが、仕事と家庭の両立支援を図る事業主に対する助成措置

である、両立支援助成金の活用状況を示しておりますが、昨年度同時期に比較い

たしまして、4 割以上申請件数が増加しております。特に男性の育児休業の取得促

進を図るための出生時両立支援コースの申請が3割以上増加しております。今後も

事業主の積極的な両立支援の取組を推進するため、本助成金の有効活用を図って

まいる方針です。 

 右側の方をご覧いただきたいと思いますが、来年 4月 1日から女性の活躍を推進

するための一般事業主行動計画の策定義務の対象企業が、常用労働者数101人から

300 人の企業に拡大されます。管内では 374 社が対象となっております。本年度の

当室の重点目標といたしまして、新しく義務対象となる企業の行動計画の届出率

を、年度内のできるだけ早い段階で 100％に達することを目標としております。 

 上半期 9 月末時点での届出率は全体の 11.0％と、上半期の目標であった 30％を

達成することはできませんでした。下半期におきまして、引き続き、対象企業に

対し積極的に情報提供を行うとともに、説明会とか個別説明会の開催、さらに個

別指導を行って、年度内に全ての対象企業から行動計画が届出されるよう取り組

んでまいりたいと考えております。 

 次の 24 ページをご覧いただきたいと思います。育児・介護休業法の履行確保を

図るため、法に基づく報告徴収を行いまして、各企業の就業規則への規定の整

備、それと制度の円滑な運用を促進するため、行政指導を行ってまいりました。 

 それと右側の方に書いてありますが、次世代育成支援対策推進法に基づく一般

事業主行動計画の策定を勧奨しまして、企業が自主的かつ積極的に従業員の子育

て支援の取組を行うよう啓発をしております。 

 計画の策定・届出率は現在、常用労働者数が101人以上の企業が対象でござまし
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て、527 社のうち、ほぼ全て行動計画が届出されております。 

 本年 6 月に男性の育児休業の取得を促進することを大きな柱といたしまして育

児・介護休業法が改正され、来年 4月 1日から順次施行されることになっておりま

す。 

 今後の取組といたしましては、この法改正を踏まえて、改正内容の周知徹底と

規定整備の促進を図り、また、各企業において仕事と育児の両立支援策が積極的

に行われ、子育てサポート企業、法に基づく「くるみん」の認定申請が増えるよ

うに、啓発に取り組んでまいることとしております。 

 25ページの「総合的なハラスメント対策の推進」についてでございます。管内6

カ所に設置しております総合労働相談コーナーで受理した相談の件数ですが、9 月

末日時点で 6,669 件と、前年度同期に比べまして 1割以上減少しておりますが、こ

のうち民事上の個別労働紛争の相談件数は 1,842 件と、反対に昨年度同時期より

7.2％増加しております。 

 円グラフで相談内容別の比率を示しておりますが、「いじめ・嫌がらせ」に関す

る相談が全体の約四分の一を占めておりまして、最も多い状態です。この傾向は

例年と同じ傾向を示しております。 

 個別労働紛争解決援助制度の運用状況ですが、労働局長による助言・指導の申

し出件数、上半期で 65 件と、前年同時期に比べまして 2 割以上増加をいたしまし

た。迅速な対応を心がけておりまして、申し出から1か月以内に全件を終了してお

ります。 

 次の 26 ページをご覧いただきたいと思います。紛争調整委員会によるあっせん

の申請件数。これは上半期で 29 件と、前年度同時期の 2.4 倍以上増加をいたしま

した。あっせん参加率が 52.2％、また、合意率が 34.8％ということでございます

が、2か月以内に全体の 85％の事案を処理完了しております。 

 今後の取組につきましては、労働関係法令の周知を行いまして、労使紛争の未

然防止を図るとともに、総合労働相談コーナーの機能強化、また、関係機関との

連携強化に努めまして、相談への的確な対応、紛争の円滑迅速な解決に努めてま

いりたいと考えております。 

 また、令和 4年 4月から労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止措

置が中小企業にも義務付けされることから、セクハラ、また、いわゆるマタニテ

ィハラスメントを含めまして、総合的なハラスメント防止対策が企業で適切に講

じられるよう、法の周知徹底を図っていくこととしております。私からの説明は

以上です。 

●岡本労働基準部長 

 それでは最後の27ページ、「治療と仕事の両立支援」でございます。参考資料で

は 22 ページです。こちらにつきましては、罰則のあるような法律の取組ではなく

て、自主的に取り組んでいただくというものでございまして、高齢労働者が増え

ているということや、一方で医療技術が進歩しているということもありまして、

治療をしながら働き続けられる職場環境を作っていきましょうという取組で、両

立支援、先ほど育児・介護がありましたが、両立支援の中では一番後発の取組
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で、平成 29 年から本格的に取り組んでおります。 

 この一覧につきましても、自主的にと、先ほど申し上げましたが、企業の皆様

にご理解いただいて取り組んでいただくということで、今この周知に努めている

というところでございます。 

 愛媛労働局では、関係する方々にご参加いただく両立支援チーム協議会を開催

して、周知等のご協力をいただいているところでございます。下半期またこれか

らでございますけれども、セミナーやシンポジウム、コロナ禍でございますので

オンラインで開催して、できるだけ多くの事業場の皆様にご覧いただいて、治療

と仕事に取り組もうという企業をこれから増やしてまいりたいと考えておりま

す。 

 机上配布資料のほうにリーフレットをつけておりまして、シンポジウムが 11 月

に開催されます。また、来年 1 月から 3 月に、まだ日程は確定していないのです

が、下半期の取組にありますような、地域のセミナーというのも開催を予定して

おりますので、こういったオンラインでご参加いただいて、取組をする企業をこ

れからも周知して増やしていきたいと考えているところでございます。以上でご

ざいます。 

●村田会長  

はい、ありがとうございました。ただ今、愛媛労働局における労働行政の推進状

況につきまして、各担当部局より一括してご説明をいただきました。 

 多様な範囲にわたっておりましたけれども、いずれも非常に重要なことだと思

います。ただ今の説明に対するご質問、ご意見などを自由にいただければと存じ

ますが、いかがでしょうか。お気楽に質問していただければと思いますけど。初

めに質問される方が出て議論が展開されると続々と、というパターンもあったり

すると思うんですが、どなたか。はい、丹治委員、お願いいたします。 

●丹治委員 

 それでは質問いたします。先ほど、労働災害そして安全で健康に働くことの重

要性をご説明いただいたんですが、資料の 19 ページ、定期健康診断の有所見率を

見ておりますと、ここ数年でかなり上昇しているように見受けられます。労働行

政が直接関わるというのは非常に難しいところかと思いますが、やはり安全で健

康にというのは基本かと思います。これどのように要因を分析されているのか、

お教えください。 

●岡本労働基準部長 

 ありがとうございます、ご遠慮なくどんどん質問していただければと思いま

す。なんでもかんでも高齢化というのは言いたくはないのですが、全体的にやは

り労働者の方々の年齢が上がってきて、というのはあると思います。 

 私自身もこのメタボの体形で、何年も前から有所見をいただいているのです

が、そういったところが一番あるのかなと。また一方でいいますと、実は県にも

よって医療機関さんが、まあこれは良いことなのですが、熱心に検査をしていた

だいてやっているところと、地域性も一方ではあるのですが、それは医療機関さ

んの判断を言い訳にしてはいけないので、一番言えるのは、全体的に高齢化が進
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んできているというのが、一番大きな要因かなと考えております。 

●丹治委員 

ありがとうございました。 

●村田会長  

ありがとうございました。高齢化ということで。あと、他に質問ございませんで

しょうか。ちょっと今の労災に関連して 18 ページ。先ほど「転倒災害」というこ

とを説明されましたけれども、具体的にはどんな感じなんですか。 

●岡本労働基準部長 

 はい、社会福祉施設さんでは本当に人手が不足していて、緊急的にナースコー

ルではないですけど、呼び出しが鳴ったりとかというので、走られるとか、階段

を急いで下りないといけないとかという状況がありますまた、非常勤さんが入っ

てきたりとか、女性の方が多く働かれている状況があり、ジェンダーとか女性と

かどんどん活躍していただきたいのですが、女性特有でスカートをはいていて、

階段を降りるときに段差が見にくいといったようなことで転倒が増えているとい

う状況もあります。飲食業でいいますと、足下が炊事場等で濡れやすいというよ

うなところで、滑りやすいそもそもの環境があるといったところですね。先ほど

申し上げましたように、飲食業もパートさんとか非常勤の方が多い職場ですの

で、なかなかそういった安全衛生教育が十分にできないといったような、さまざ

まな要因で転倒災害に結びついているというところでございます。 

 この転倒災害、われわれでいいますと、休業4日以上の災害をカウントするので

すけれども、「こけたくらいで？」と皆さん思われるのですが、実はこけて 1 か月

以上の骨折を負うとかいったような災害も非常に多くなっておりまして、本当に

転倒災害ばかにできないということと、ちょっとした注意で防げるということも

ありますので、危険個所にステッカーを貼って注意喚起を促すとか、滑りにくい

靴を履いていただくとか、といったような注意喚起を含めたリーフレットである

とかステッカーを用意して、社会福祉施設さん等に文書でお願いする、といった

ような取組を進めておりまして、あと、全国的にも転倒災害防止プロジェクトと

いうのも展開しておりまして、そういったキャンペーンも実施して、通年で転倒

災害防止を呼び掛けているといったようなところでございます。 

●村田会長  

はい、大変よく分かりました。ありがとうございました。他にご質問やご意見等

ございますでしょうか。 

●本田委員 

 ひとつご質問がございます。14 ページの外国人に対する支援というところで、

在留資格別の中に「身分に基づく在留資格」が1,184人となっているんですが、こ

の身分に基づく在留資格というのは、具体的にどういうことか、教えていただけ

ればと思います。 

●三原職業安定部長 

 ご質問いただき有り難うございます。在留資格の種類の中で、永住者、主に戦

後日本に定住されている日系の方等、代々日本に根付いておられるような方が該
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当します。 

●本田委員 

 ありがとうございました。もうひとつ、特徴としては製造業の割合が 63.4％で

最も多く、この場合は全国一位となっているということで、技能実習生が非常に

多いとグラフで出ておりますが、これは具体的にどのような業種になりますか。 

●三原職業安定部長 

 特にイメージしやすいのが造船業ですが、こうしたモノづくりの分野での技能

実習生の人数が非常に多い印象があります。全国の外国人労働者の内訳を都道府

県ごとにみますと、愛媛県は外国人労働者数が比較的少ない地域ですが、就労の

資格別にみると、技能実習生の割合が全国2番目に高く、また、製造業の割合が全

国で最も高くなっています。人数としては全国的にもっと多い地域はあります

が、偏りがあるというところが愛媛県の非常に特徴的なところだと思います。 

●本田委員 

はい、ありがとうございました。 

●村田会長  

他にございませんでしょうか。菊川委員、お願いいたします。 

●菊川委員 

 ご説明ありがとうございます。ちょっと何点か、確認というか、分かる範囲で

構いませんので、教えていただければと思います。 

 職業安定部長のほうから冒頭いろいろなご説明がある中で、このコロナ禍の状

況の中で、なかなか女性の雇用が深刻である、というような状況があったという

ふうにお聞きをしたと思いますが、その中で 5ページのところに、令和 3年度のハ

ローワークのマッチング機能に関する業務実績というところで、就職件数がそれ

ぞれの労働局さんの方で出ていると思いますけれども、一概にこれがいいか悪い

かは別としても、男女比というような数字がもし分かるのであれば、教えていた

だきたいのが１点。 

 それから、9 ページのところです。先ほどのところともリンクするのですが、特

に非正規雇用労働者というのが、このコロナ禍の状況によって雇い止めにあって

いるということも多く耳にします。そういう意味ではいろいろな対策をされてい

ることを踏まえると、このフリーター事業に係る正社員就職状況が出されており

まして、先ほど対前年比でいうと低くはなっていますが、この実績値ですね。フ

リーターから正社員化された中身だと思うんですが、ここももし男女比が分かる

のであれば、教えていただきたいと思います。 

 それから 23 ページのところです。女性活躍推進法の中でも特に男性の育児休業

取得というのが言われて若干たっていると思いますけれども、なかなか男性の取

得率が低いという傾向になっていますが、現段階でもしつかめておるんであれ

ば、男性の取得率というのが、この愛媛県の状況でかまいませんけれども、分か

る範囲でお教え願いたいというふうに思います。 

●村田会長  

3 点質問がございました。 
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●三原職業安定部長 

ご質問いただき有り難うございます。まず 1 点目、ハローワークのマッチング機

能に関する業務実績上で、女性の雇用に与える影響を表す数値があるかとのお尋

ねですが、手元には正確な数字がないため、追って回答させていただければと思

います。定例的に把握している統計データ上は男女比の数値が表れてこないた

め、以前、一定期間抽出して男女の影響を調べたことがありましたが、その時

は、パート求職者の中で、女性の比率が 6、7 割程度にのぼっており、県内でも全

国的な傾向と変わりないことを確認した記憶があります。 

 それから、2 点目のフリーター事業に係る正社員就職状況についてですが、こち

らも手元に資料がありませんので、併せて確認させていただきたいと思います。 

●平井雇用環境・均等室長 

 愛媛県内の男性の育児休業取得率でございますが、愛媛県が仕事と家庭の両立

に関する調査を2年ごとにやっておりまして、最新の数字が令和元年度の数字にな

ります。男性の育児休業取得率は 4％程度だったと思います。それに対応する全国

の数字といたしましては、雇用均等調査というのがございまして、これでいきま

すと、令和元年度は 7.4％ぐらいだったと思いますので、愛媛県の取得率は全国の

半分程度という低さでございます。 

●村田会長  

はい、ありがとうございます。女性の雇用が深刻だという 5 ページの男女比と、

それからフリーターから正社員のこの部分の数字は、正確な数字が今のところな

いということで、後々何か場合によっては委員に連絡していただけるというこ

と。それから、男性の育休取得が、原因は不明でしょうけれども、愛媛県が 4％程

度で全国が 7.4％ということで非常に低いというような数字だということですね。

菊川委員、よろしいでしょうか。ありがとうございます。他にございませんでし

ょうか。 

●長尾委員 

 ３つ質問がございます。 

まず、資料の作り方の慣例かもしれないのですが、離職率に関しておおむね年

度末の会議での審議になってきたかと思うのですが、現状もし分かるようであれ

ば知りたいなと思いまして。 

 と申しますのが、高校生の求人倍率が高くなっているというお話もあったので

すが、求人に関しては年度末にまとめてではなく、月次で状況をまとめてくださ

っているのですが、高校生に関して一人一社制の緩和、県にもよるのですが、愛

媛県も今年度から 9 月中一杯は一人一社で、10 月以降は緩和される、複数応募で

きるということがあると思うのですが、それで高卒の若者の働き手が欲しい企業

さんが、言葉は悪いのですが、9 月中であれば内定辞退はできないわけなので、9

月中に早めに確保したくて、それで求人倍率が高くなっているとか、そういうこ

とがあるだろうかというふうにちょっと邪推してしまいまして、気になったとい

うことと、あともうひとつさまざまなハラスメントの対応ですとか、女性活躍推

進の関連の対応ですとか、この２、３年くらい、立て続けにさまざまな法改正が
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ありました。それに伴ってこれまで中小企業では、現場労働者の労働環境が話題

になりがちだったと思うのですが、法改正に伴って中小零細企業の事務職も過剰

な負担がかかっているのではないかと想像しまして。そこで、17 ページの長時間

労働の状況を教えていただいたんですが、この内訳に関連して、業種とか企業規

模とか、そのあたりで変化は従来はおありかなと思いまして、長時間労働の状況

の業種、企業規模の別等、たとえば飲食や介護で多かったのが、それ以外にも広

がったとか、現業ではなく事務が増えたとか、そういったことはおありか、お伺

いしたいと思います。 

 すいません、完全に整理しきれていないのですが、以上 3点でお願いします。 

●三原職業安定部長 

1 点目のご質問ですが、資料でいうと何ページの記載についてでしょうか。 

●長尾委員 

 失礼しました。1 点目は離職に関する情報が、そもそも今回の資料で入っていな

いということについて、これは振り返ると過去の年度では入っていたことがあっ

た気がするのですが、やはり慣例的に年度末の会議でまとめて、ということにな

っているのか。次の高校生の求人倍率が高くなっているということに関しては、9

ページあたりですかね。9 ページあたりの流れの中で、高校生の就職決定率は 3 月

時点で若干下がっているとお話にもあったような気がしたのですが、違ってまし

たら申し訳ありません。 

 先日、大学に届いた労働局にお送りいただいている定例の資料では拝見してい

たので、それが頭にあって。失礼しました。 

●三原職業安定部長 

離職、すなわち仕事を辞める方の数字が資料に入っていないというご指摘でよろ

しいでしょうか。 

●長尾委員 

 はい。コロナであったり、労働災害であったり、その際に、そのままの状態で

職場に籍を置いている人だけでなく、離職しなければいけなかったり、離職に追

い込まれたりとか、そういうことがあるかなと思いまして、例年に比べてこの月

次で離職率が増えたとか、そういうデータはないのかなと思った次第です。3 ペー

ジのように求人倍率は毎月公表されているわけなので、そもそも離職率か、資料

に含まれていないことに、何か意味があるのか、慣例的なものなのかということ

なのですが。 

●三原職業安定部長 

 離職者数は労働市場全体においては非常に重要な指標ですので、ご指摘いただ

いたとおり、本来であれば資料の中に入れておくべきだったと思っております。

離職者数については、ハローワークにおいては事業主都合離職者、つまり会社都

合で辞めざるをえなかった方や、自己都合で離職された方、無業者で新たに職を

探し始める方等の区分で把握しており、数値は毎月公表しているところです。月

によって変動はありますが、最も留意すべき事業主都合離職者の推移についてコ

ロナ以降の大まかな状況を簡単に申し上げます。昨年の秋頃、県内の大型倒産の
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影響もあり、事業主都合離職者が対前年同月比で倍以上に跳ね上がった月があり

ましたが、その時期を除けば、対前年同月比でおおむね2割前後の増で推移し、コ

ロナ前よりは増加しているものの、激増するという状況には至りませんでした。

また、今年度に入ってからは、事業主都合離職者はおおむね300人前後で推移して

おり、コロナ前と同等かそれよりも少ないくらいの水準となっています。これは

若年者に限定した話ではなく、ハローワークで把握した全年齢の離職者の状況で

す。 

 それから、若年者、学生の就職状況についてご指摘があったと思いますが、も

う一度お聞かせいただけますでしょうか。 

●長尾委員 

 すいません、それは今回の資料にダイレクトに関連してくることではないかも

しれませんがトータルとして毎年度、高校生の求人倍率が伸びている。伸びては

いるが、その内訳は幸せな就職になっているのか。先ほど長時間労働ですとか労

災とかいろいろ拝見したので、実態はどうなのか。特に9月に早めに確保するとい

うことが今年度もあるんじゃないかと思うのですが、実態は高校生でも幸せに働

き続けられるのかなというところが、最終的には気になっております。 

●三原職業安定部長 

学卒についてお話がありましたので、概要をご説明します。学卒の場合は来年

の4月の採用に向けて今年度採用活動しているところで、就労前であるため離職数

は計上されません。しかしながら、ご指摘のとおり就職後、早期に離職される方

が非常に多いことが以前から問題となっており、早期離職者の割合を下げること

が大きな課題となっています。マッチングの場面で、本当の意味でマッチングし

ているのかどうかが問題となります。学生が職業や企業について十分理解してい

るのか、実際にその企業で働くことのイメージが具体的にできているかというと

ころで、やはりすれ違いがあるのではないかと思っています。 

特にコロナ禍においては、オンライン面接が広く導入されておりますが、画面越

しでのやり取りにおいて、双方の意思疎通が難しい場面もあるようです。特に、

企業側から見て、学生を画面越しに見た印象と、実際に会って話をしてみたとき

の印象が大きく異なることも珍しくなく、最終面接は対面の面接を実施している

企業が多いという話も耳にするところです。もちろん、オンライン面接は、交通

費がかからず、学生にとっては全国の企業に応募できるという良い面もあるので

すが、ただでさえミスマッチが大きい状況の中で、さらにすれ違いが広がること

を危惧しています。就職活動の環境が大きく変わったのは昨年度以降ですから、

今後3年後の離職率等にどういった形で影響が出てくるか、注視しなければならな

いと思っています。 

●平井雇用環境・均等室長 

 先ほどご質問いただきましたハラスメント防止対策のことでございますが、ハ

ラスメントの防止につきましては、法律になったから防止措置を講じなさいとい

う趣旨ではなくて、従来からいろいろなセクハラとか、いわゆるマタニティハラ

スメントであるとか、パワーハラスメントとか、いろいろ人間関係上の問題とい
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うのはあるんですけれども、ハラスメントというのはやはり人権に関わる非常に

重要な課題でございまして、こういった問題が起こりますと、労働者の人権侵害

にあたり、ひどい場合は自殺にまで至ってしまって、取り返しのつかない結果に

なるということもありますし、企業にとってもハラスメントの問題が起こった場

合は、企業の信用であるとかイメージが低下する。また、生産性の低下にもつな

がりますし、損害賠償等の経済的な負担も生じるということで、労使にとってハ

ラスメントの問題は起こってはいけない、未然に防いでいくということが大変重

要な問題ですので、そういった意味からハラスメント防止対策を適切に講じるよ

うにということで、啓発をやっているところです。 

 昨年の 6月 1日から労働施策総合推進法が施行されているわけですけれども、法

律にかかわらず、職場環境、健康で安全に、安心して働ける職場環境を作ってい

くということが非常に重要であるということを、ご理解を求めながら、企業規模

にかかわらず、きちんと防止対策を講じていただくようにお願いをしているとこ

ろでございます。 

 女性活躍推進につきましても、今後の少子高齢化を踏まえますと、人材確保と

いいますか、労働力不足に対応するためには、女性の活躍推進、また、高齢者の

就業拡大というのが非常に重要でございますので、そういった意味から女性の活

躍推進を進めていただくよう、理解をお願いしております。女性活躍推進法に基

づく行動計画の策定については、やや手順が難しい部分がございますので、中小

企業が策定に着手できるように、細かな情報提供ですとか、相談会あるいは説明

会をやって、法律を正しく理解していただいて、また、行動計画については個々

の企業の実態に合わせた計画を策定していただくように、個別の企業に対する支

援というのを細やかに行っていきたいと考えております。以上でございます。 

●村田会長  

はい、ありがとうございます。他に何かご意見やご質問等ございませんでしょう

か。 

●岡本労働基準部長 

 労働時間の関係でご質問、中小企業関係であったと思います。労働時間につき

ましては業務報告の3ページのところに「労働時間の現況」というので、単年度は

5 人以上の事業場ということで実態を記載しておりまして、常用労働者からパート

タイム労働者を除いた一般労働者が、前年 2,023 に対して 1,999、これ元年です。

令和 2年も 1,976 ということで、労働時間 1,999 からさらに減少しておりまして、

これより前の勤労統計調査で、実は 5 人以上と 30 人以上の規模の調査というのが

ございまして、すいません、これ 5 人以上で、30 人以上と比べればよかったんで

すけれども、恐らく 5 人以上のほうが 30 人以上規模よりは労働時間としては長く

なっていると思います。 

 ただ、トレンドとしては、上限規制等の適用がありまして、全国でみても愛媛

でみても、ここ 3 年間、4 年間ずっと労働時間は減少してきているという状況がご

ざいます。 

 もうひとつ、私どもの政府目標でもあるのですが、週の労働時間が 60 時間以上
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を超える方の労働者数の割合を減らしましょうと。週 60 時間を超える方というの

は、一月でみますと 80 時間超えということで、これは過労死ラインにひっかかっ

てくるような働き方をしている労働者なのですけれども、これが一番ピークでい

いますと、12％とか、平成15年頃に超えていたのが、昨年が6.4％、今年令和2年

ですと 5.1％というふうに、長時間労働する方も減ってきています。なので、産業

別とか業種毎による労働時間の現状というのは調査しているのですが、規模別と

いうのはちょっと把握はできていないのですが、基本的には中小事業場の皆さん

方についても、減ってきているのかなと思っています。 

 さらには、中小の零細の方につきましてはやはり、大企業とかそういう取引関

係のところで短納期の発注があったりとか、そういったしわ寄せ等が心配されま

すので、そういったことにつきましては大企業の皆さんに対して、中小事業場の

皆様にしわ寄せがいかないようにといったような取組も雇用環境・均等室と連携

して進めているというところで、トレンドとしては、中小事業場の皆さんもご努

力いただいて、労働時間は減ってきているというふうにご理解いただいていいの

はないかというふうに考えます。以上でございます。 

●村田会長  

今のところの質問では、私は労働法のほうの教員なんで、非常に興味深いと思っ

たんですけど、法改正がけっこういっぱいあるので、中小企業がそれを現場に適

用するというか、事務をつかさどる事務系の残業が増えてないかということもお

っしゃられまして。これは労働行政の中で法律をいかに分かりやすく伝えるか。

昔に比べるといろいろなパンフレットが非常に分かりやすくなっていて、非常に

ご努力されていると思いますが、そういった点も必要なのかなというふうに思い

ました。他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。渡邉委員、お願い

いたします。 

●渡邉委員 

 渡邉でございます。いつも大変お世話になっております。資料のほうで 25 ペー

ジの「総合的なハラスメント対策の推進」というところでございますが、労働局

長による助言・指導の件数につきましてですけれども、昨年、令和2年対比で「い

じめ・嫌がらせ」が 14件から 11件に減少はしておるところでございますが、次の

26 ページに記載されておられます紛争調整委員会によるあっせんの状況のところ

で、「嫌がらせ・いじめ」の件数が 214％ということで、7 件から 15 件と非常に増

加しているというところでございますが、コロナ禍におきましてどこの企業様も

同じだろうと思いますが、飲み会の制限、あるいは飲み会に行く機会が減少し

た、あるいはリモートワークによってストレスを抱える従業員さんが多く見受け

られるというのが現状だと思いますけれども、この「いじめ・嫌がらせ」の件数

が増えた理由につきまして、具体的な事例、公表可能な範囲で結構ですので、公

表制限が恐らく紛争でございますのでおありになると思いますが、民事裁判にな

る手前の案件もあろうかと思います。名誉棄損とか、そういった内容の事例もあ

ろうかと思いますが、できる限りの範囲で構いませんので、具体的事例の公表を

していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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●平井雇用環境・均等室長 

 ちょっと、すぐ思い浮かんでこないといいますか……代表的な事例といたしま

しては、やはり上司の方から業務指導の一環として行なわれた発言であったり行

動というのが、非常に度を過ぎた内容であると。非常に対象となる方の気持ち

が、苦痛を感じるほどの内容であったということが多くございました。 

 助言・指導につきましては、助言・指導もあっせんもそうなんですが、労推法

が昨年6月から、大企業に適用となっておりますので、大企業に関するパワーハラ

スメントの問題については、労働施策総合推進法上の行政指導、調停の対象とな

っております。個別労働紛争解決促進法の助言・指導それからあっせんにつきま

しては、大企業ではなく中小企業におけるいじめ、嫌がらせの問題であるとか、

労推法上のパワーハラスメントに明らかに該当しないようないじめ、嫌がらせの

問題に関しては、個別労働紛争の対象にしているということでございます。ちょ

っと説明になっていないかもしれないですが。 

●渡邉委員 

 限りがありますので結構だと思います。ありがとうございました。 

●村田会長  

はい、三原委員、お願いいたします。 

●三原委員 

 今のお話に関わりがあるかもしれません。20 ページの「精神障害に係る労災請

求・決定件数の推移」というので、請求と決定、それから支給の数が非常に少な

いんですけど、どういう段階が請求で、どういう段階が決定されて、でも支給が

低いと、ここがちょっと意味合いがよく分からなかったので、ご説明いただきた

いなと思います。 

●岡本労働基準部長 

 ありがとうございます。時間の関係については詳しく説明できなかったのです

が、請求というのはまさに労働者の方自身が、仕事上の原因で精神障害を発生し

たという請求の段階。決定というのは、それが労災となるか労災じゃないかとい

うふうに判断をしたのが決定でございます。その決定の中で、これは仕事が原因

で精神障害に至ったんだよというふうにしたのが支給決定。はっきり言うと、労

災だと認めたのが支給決定件数ということで、ここにつきましては、請求に対し

て労災を認めた件数が少ないじゃないかということが、非常によくご批判とかい

ただくんですが、これはわれわれのほうが全国斉一で認定基準というのがござい

まして、それに基づいて決定をしていると、判断をしているというところでござ

いまして。先ほど申し上げたかもしれませんが、精神につきましては、それがプ

ライベートによるものか仕事によるものか、本当に非常に判断が難しくて、主治

医の方とか労働局でお願いしている顧問のお医者様とか、いろいろなところを総

合的かつ深く調査をして判断をしているというところでございます。請求決定と

支給決定というのはそういった区分であるというふうにご理解いただければとい

うふうに思います。 

●三原委員 
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なぜ、請求して、これは労災だと決められたけど、支給には至らないという、そ

の差がなぜ生まれるのか。すいません、ちょっとよく理解できなかったので。 

●岡本労働基準部長 

 決定というのは、請求に対してとにかく支払うか支払わないかを決めた、とい

うのが決定件数でございます。その決定した中で、払うと決めたのが支給件数と

いうことです。すいません、説明が十分できなくて。 

●三原委員 

 分かりました。払う払わないを決めたのが決定で、実際に払ったのが。はい、

意味が分かりました。 

●岡本労働基準部長 

 そういうことでございます。ありがとうございます。 

●村田会長  

はい、他にございませんか。よろしいでしょうか。大体、公・使・労からバラン

スよくご質問、それからご意見が出たかなと。まあ、それほど多くの意見があっ

たというわけではないかなと。私の手元にある虎の巻的なもので、ここで「意見

のとりまとめをお願いします」となっているわけですが、なかなかちょっと。お

おむねこの労働行政の推進については、やるべきことはきちんとやられていると

いう評価なのではないかという印象を受けました。いただきましたご意見の中に

は、大雑把に言いますと、男女比の数字もあると非常に分かりやすいというか、

現状の把握ができやすいんではないか。女性の雇用が深刻というふうに述べるの

であれば、そういう数字も必要なのではないかという話がございました。それか

ら、時期的に難しいのかもしれませんが、離職率が非常に大きな関心事なので、

そういう資料もあったら望ましいのではないか、というようなこともあったので

はないかと思います。 

 非常に多岐にわたって、とりまとめをするのが非常に困難な状況で、非常にと

まどっているわけですが。あと何か、いやいやこういうところはきちんと確認し

ておいていただきたいという意見がございましたら、最後に承りたいと思います

が、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、小田委員、お願いします。 

●小田委員 

 失礼します、小田でございます。私、この審議会においては新任の委員でござ

いまして、審議会で所掌されていること、扱えることの範囲をよく把握していな

いので、これからのご質問あるいはお願いが不適切かもしれないんですけど、そ

うでしたらお許しください。 

 ご質問は2点ございまして、いずれも新しい働き方に関することでございます。

今日のご説明の内容の範囲からは逸脱すると思いますので、すぐにお答えいただ

きたい質問というよりも、次回の審議会においてでも、可能であれば情報提供を

いただきたいというお願いとして申し上げます。 

 1 点目は副業に関することです。副業を認める会社が増えている、あるいはコロ

ナで収入が減ったところをカバーするために副業をされる方が増えているという

話は聞くんですけれども、なかなか数字というか実態、統計値として見えてこな
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いところがございます。労使の関係委員においてご存知の方があれば、今日は時

間もないと思いますので、また次回以降、副業への取組あるいは対応について情

報提供いただければありがたいと思っております。 会社、事業所の労務管理に

おいては、副業への対応というのはなかなか難しいところがあると思うので、情

報共有ができる場があればいいなと思って申し上げました。 

 もう１つは、これも新しい働き方に関するものなんですが、厚労省の所掌範囲

でそもそもないのかもしれないけれども、どこかで扱わなければいけないという

ことでお伺いするんですが、プラットフォーマーを用いた新しい働き方について

です。 

 典型的には、たとえば松山でもウーバーイーツのほかにもさまざまな宅配のサ

ービス、プラットフォーマーを用いた宅配サービスみたいなものがみえてきてい

ます、実際に目にしますが、それに限らず、プラットフォーマーを通じてマッチ

ングをした求職者と労務の提供者との関係というのがあって、たとえば「こうい

う仕事をできる人を募集していますけど、誰かいらっしゃいませんか」という

と、「私ができます」ということで、そこでマッチングされて労務が提供される、

あるいは技術なり知識が提供されるという働き方があるんですが、労基法なり労

組法の考え方からいうと、これは労働者に該当しなくて、個人事業者という扱い

になりがちなんですけれども。そうすると、そういう方の働き方について、実際

どういう労働条件で働いているかということについては、そういう人を雇う方も

どの事業者団体にも入っていないし、また、労務なり技術、知識を提供するほう

も、どのような労働団体、労働組合にも入っていないという形の中で、労働行政

も把握していない、そういうところで新しい働き方でいろいろトラブルが、実は

起こっているようなんです。 

 しかし、そういうところが見えてこないものですから、そういうプラットフォ

ーマーを用いた業務委託かもしれないけれども、しかし労働かもしれないと。実

質的に雇用関係かもしれないというようなところについては、多分本省と公正取

引委員会とかで協議がされているであろうというふうに想像はするんですが、な

かなか地域にいるとそのへんが見えてこないので、そういう新しい働き方、プラ

ットフォーマーを用いた新しい働き方についての、地域における公取の出先と労

働局とのやり取りのようなものがあるのかないのか。あるとすると、どういう把

握をされていて、政策形成に向けてどういう状況なのかというようなことを、今

後可能であれば、今日でなくて構いませんので、お教えいただければありがたい

というふうに思っております。以上です。失礼しました。 

●村田会長 

2 点について、今お話いただけることがあれば、お話いただけると。 

●平井雇用環境・均等室長 

 兼業・副業に関する県内の状況に関する調査というのが、愛媛県が実施してい

る「仕事と家庭の両立支援に関する調査」というのがありまして、これが令和元

年の数字でございます。兼業・副業の許可をしている企業が、許可というか取り

組んでいる企業が全体の 21.9％と。「今後取り組みたい」企業が 11.8％、「取り組
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む予定がない」企業が36.1％、「分からない」が27.1％ということで、そんなに進

んでいる状態ではございません。ただ、従業員500人以上の企業が兼業・副業の許

可・容認をしているのが 40％と、非常に高い割合を示しておりまして、これは今

後、多様な働き方の促進ということで、こういった兼業・副業の働き方を認める

企業が増えて来る可能性はおおいにあるかと思います。 

 私どもも兼業・副業が労使にとってよりよい、安心して働ける働き方として浸

透するように、ガイドラインができておりますので、そのガイドラインの周知を

図って、雇用管理に努めていただくようお願いをしているところでございます。 

 フリーランスに関する問題でございますけれども、これもフリーランスで働く

方に向けたガイドラインというのがございまして、周知をしているところですけ

れども、先生がおっしゃったように、フリーランスの方というのは雇用労働者と

は異なりますので、労働局の方で直接、その問題に関して関与するということが

あまりないわけでございます。フリーランスで働く方々が何かトラブル、問題を

抱えたときにはフリーランス 110 番という、全国共通の相談窓口がございますの

で、そちらのほうにご相談いただくようにということでご案内はしているのです

が、今のところ管内の状況についてもよく分かっておりませんので、今後の取組

として、本省の動きも含めながら、対応を検討していきたいと考えております。 

●村田会長  

はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。時間が来てしまいまし

て、以上で議事を終了したいと思います。 

 それでは最後に、瀧原局長様からお願いいたします。 

●瀧原労働局長 

 本日は、令和3年度上半期の当局の行政運営状況につきましてご審議いただき、

ありがとうございました。たくさんご意見、ご質問等いただき、特にご質問等に

つきましては、局としての現状の把握の仕方、数値の取り方を含め、その点でい

くつかご指摘をいただき、やはり行政を進める上では、今、県下の状況がどうな

っているかということを把握するのがまず第一だと思いますし、それを踏まえた

上での取組、どうやったら効果的に行政を進めることができるのかにからむこと

だと思いますので、ご意見をいただき、それを踏まえて、これからの下半期の行

政にしっかり反映させていきたいと改めて認識したところでございます。本日は

どうもありがとうございました。 

●村田会長  

ありがとうございました。それでは、以上で審議を終了させていただきます。最

後に事務局から連絡事項があればお願いいたします。 

●石川雇用環境改善・均等推進監理官  

次回の審議会ですけれども、来年 3 月を予定しております。テーマは令和 4 年度

の愛媛労働局行政運営方針でございます。改めて日程調整をさせていただきたい

と存じますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

●村田会長 

はい、本日の議事はすべて終了いたしました。お疲れ様でございました。（了）                       


